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平成２２年塩尻市議会１２月定例会 

総務環境委員会会議録 
 

○日  時  平成２２年１２月２２日（水）  午前１０時３５分 

○場  所  第一委員会室 

○審査事項   

議案第２９号 平成２２年度塩尻市一般会計補正予算（第８号）中 歳入全般、歳出２款総務費、４款衛生費、

第２条債務負担行為、第３条地方債 

○出席委員・議員 

委員長  森川  雄三 君        副委員長  山口 恵子 君 

        委員  古畑  秀夫 君          委員  金田 興一 君  

委員  小野  光明 君          委員  中野 長勲 君  

委員  古厩  圭吾 君          委員  白木 俊嗣 君 

議長  塩原  政治 君 

○欠席委員  

なし  

────────────────────────────────── 

○説明のため出席した理事者・職員 

省略 

────────────────────────────────── 

○議会事務局職員 

事務局長     酒井  正文 君      議事調査係長   青木  初美 君 

────────────────────────────────── 

午前１０時３５分 開会 

○委員長 皆さん、こんにちは。委員の皆さんおそろいでありますので、ただいまから総務環境委員会を開催し

たいと思います。よろしくお願いをいたします。部長のほうから特にありますか。 

○総務部長 おはようございます｡先ほど議案説明がありましたようにですね、国の経済対策を受けまして、今

回追加で出させていただきました。よろしく御審議のほどをよろしくお願い申し上げます。 

○委員長 御苦労さまです。 

────────────────────────────────── 

議案第２９号 平成２２年度塩尻市一般会計補正予算（第８号）中 歳入全般、歳出２款総務費、４款衛生費、

第２条債務負担行為、第３条地方債 

○委員長 それでは議案第２９号平成２２年度塩尻市一般会計補正予算（第８号）を議題といたします。説明を
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求めます。 

○財政課長 それでは補正予算書の歳出１４、１５ページをお願いいたします。５目財産管理費中基金積立金に

つきましては、知恵の交流基金に８００万円を積み立てるものでございます。この積立金につきましては、地域

活性化交付金のうち住民生活に光をそそぐ交付金の第一次分の割り当てが、本市に１，６３１万８，０００円が

予定されております。この使い道につきましては、消費者行政やＤＶ対策・自殺対策、知の地域づくりが対象と

なりますが、２年以内は基金への積み立てが可能とのことでございまして、配分額の約２分の１を積み立て、今

後適用する事業に充当するものでございます。なお、残りの８００万円余につきましては、今回、平成２３年度

予算計上の図書館の図書購入費を一部前倒しいたしまして計上しているものでございます。 

○生活環境課長 それでは、その同じページですが、保健衛生費の７目の斎場費をお願いしたいと思います。斎

場施設維持整備費でございます。火葬炉の設備補修工事ということでございますが、ダイオキシン等公害防止施

設であります熱交換機及びバグフィルターの取りかえ工事を行うものでございます。この熱交換機とバグフィル

ターは斎場の場合２系列、クリーンセンターと同じように２系列ございます。その１系列について取りかえ工事

を行うというものでございます。 

 その下の霊園整備事業費、霊園整備工事でございますが、今年度設計委託をさせていただきましたが、霊園内

のＢ聖地に約５９区画の増設・造成の工事を行うものと、毎年計画的に水路、それから道路の補修等を行ってお

ります。排水路整備、それから道路補修等をこの工事で行うというものでございますので、よろしくお願いした

いと思います。 

○委員長 はい、課長。 

○財政課長 続きまして歳入の御説明をさせていただきますので、１０、１１ページをごらんください。地方交

付税中普通交付税につきましては、今回、２，３８７万５，０００円を充当するものでございます。分担金中市

単農業農村基盤整備事業分担金１４０万円につきましては、農業用排水施設の改修を行います市単農業農村基盤

整備事業の地元分担金で、事業費の１０％でございます。この事業の県補助金につきましては１３ページにござ

いますので、そちらをごらんください。１３ページ、真ん中よりやや下になりますが、農業農村整備事業補助金

７００万円と、これが補助率２分の１でございまして、その下の地域活性化交付金（農業農村整備事業）５６０

万円が今回経済対策で上乗せとなるものでございます。 

 １１ページにお戻りをいただきまして、国庫支出金中地域活性化・きめ細かな交付金でございますが、地域活

性化・きめ細かな交付金の本市への配分額が総額で９，３０７万円で示されております。したがいまして、この

９，３０７万円を上回るように前倒しする事業を選択いたしまして、それぞれの事業に充当しているものでござ

いまして、一番最初の斎場施設維持整備の１，１３１万円につきましては、先ほど歳出のところで説明申し上げ

ましたが、御確認で１４、１５ページをごらんいただきたいと思いますが、上から２つ目の白丸の斎場の火葬炉

設備補修工事１，３１０万円に充当するものでございますが、左の財源内訳に記載してございますように国の交

付金で１，１３１万円を充当いたしまして、一般財源として普通交付税１７９万円を充当してございます。基本

的には国の交付金で１００％財源充当するものでございますが、実際の契約にあたりましては、入札等により予

算額との差額が生じますので、この交付金を１００％使い切るために、このように余裕をもたせて一般財源を充

当してるものでございますので、よろしくお願いいたします。 
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 １１ページに戻りまして、以下、地域活性化・きめ細かな交付金と表示してあるものにつきましては、霊園整

備事業、勤労青少年ホーム等改修事業等についても同じように充当しているものでございますので、以下、きめ

細かな交付金というふうに書いてあるものについては、説明を省略させていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

 このページの下から２つ目の社会資本整備総合交付金（道路）３，５７５万円につきましては、道路新設改良

事業の舗装改良工事に対する交付金でございまして、補助率は５５％でございます。なお、残りの４５％につき

ましては市債が充当されます。これが１３ページにございますのでごらんください。下から２段目の道路橋梁債

の社会資本整備総合交付金事業債２，９１０万円でございまして、この分の交付税による措置率は１００％でご

ざいます。経済対策により１００％となるものでございます。 

 次のページをお願いいたします。広丘小学校施設整備費交付金５２８万９，０００円につきましては、広丘小

学校屋内運動場の解体跡地整備工事に対する交付金でございまして、交付率は補助基本額の３分の１でございま

す。この整備工事費に対する残りの財源につきましては市債を充当いたしますが、それが一番下の段の学校教育

施設等整備事業債（広丘小学校体育館）２，９７０万円でございます。これにつきましては、今回補正予算で計

上させていただきました。ただ事業自体がですね、解体をして整地するということで形が残らないものでござい

ますので、本来起債の対象事業となるかどうかということで、今、県と詰めております。ただ基本的には、今回

の国の補正にかかわる残りの部分については、一応、補正予算債というような形で市債が認められておるもので

すから、今回補正計上をさせていただきました。ただ最終的にですね、起債の対象とならないという可能性も若

干残っておりますので、その場合には最終的に専決で財源を入れかえさせていただく可能性もございますので、

御了承をお願いいたします。 

 上から２つ目の安全・安心な学校づくり交付金（宗賀小学校大規模改修）６，０７８万７，０００円につきま

しては、大規模改修分の交付率が補助基本額の３分の１でございます。また、この事業では太陽光発電の分もご

ざいまして、太陽光発電にかかわる交付率は２分の１でございます。この事業に対する残りにつきましても市債

を充当するものでございまして、一番下の学校教育施設等整備事業債（宗賀小学校大規模改修）１億１，０２０

万円でございます。 

上から４つ目の黒ポツの地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金につきましては、塩尻市への配分額が第一

次として１，６３１万８，０００円でございます。このため、その約半分の８３１万８，０００円を図書館の図

書購入費を前倒しして充当いたしまして、残りの８００万円につきましては、先ほど申し上げました基金積立と

いうことで、２つ下にございます積立金として計上いたしまして、今後適切な事業に充てていくものでございま

す。 

歳入につきましては以上でございますが、先日も申し上げましたとおり、経済対策を柱とする国の補正予算に

関連する事業について、現段階での情報によりまして補正計上してございますので、今後配分額を含め国からの

事業の追加等があった場合は、財源の組みかえですとか、追加、変更等があり得ますので、そのような場合には

補正又は金額のみの追加等、財源の振り分けのみであるような場合は、専決処分をさせていただく場合もありま

すので、あらかじめ御了承いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして４ページをお願いいたします。第２表債務負担行為補正でございます。これにつきましては、塩尻
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東保育園の給食調理業務委託について追加をさせていただくものでございます。 

 次のページをお願いいたします。第３表地方債補正でございます。先ほど歳入のところで説明をさせていただ

いた内容のとおり、それぞれの限度額の変更及び追加をさせていただくものでございます。以上でございます。 

○委員長 それでは説明をいただきましたので、これより議案の審査に入りたいと思います。委員の皆さんから

御意見、御質問等ございましたらお出しいただければと思います。 

○白木俊嗣委員 この霊園の関係だけどさ、あそこはまだあれかい、あと造成できるような遊休地はまだ残って

いるわけかい。 

○生活環境課長 今回実施計画等もありますが、２カ所、今考えております。１カ所は入口のところから入りま

して、左側のほうにちょっと公園的に三角地帯をつくってありますが、そこのところと、それからＢ聖地でござ

いまして、外周を行きましてＢのほうですから一番奥になりますが、奥に昔、当初あずまやがございました。今、

あずまやは危険ということで撤去してありますが、そのあずまやのところに少し空き地がございまして、その２

カ所が霊園整備内でまだ増設可能ということで、ことし設計委託を行いました。Ｂ区画の上のほうのところ、一

応、私ども５０基を予定しておりますが、聖地の今の設計で約５９基できそうということで、今回平成２３年度、

この前倒しのもとで５９基の上のほうを増設したいというものでございます。なお、もう１カ所の下のほうでご

ざいますが、ここは設計委託で約３０基、そこに増設可能。計８９基を、そちらのほうは平成２４年度の計画で

おりますので、今回、ここにある内容は、Ｂ聖地の上のほうに５９基を増設する工事を追加させていただきまし

た。 

○白木俊嗣委員 これは、あのさ、あそこも雪が降るとね、上が大変だって話もあるもんで。今、霊園があるじ

ゃん、霊園っていうか火葬場があるじゃん。あそこは塩尻町のね、墓地になっているんだけどさ、あの裏側が空

いてるだよね。あれなら近くていいと思うもんでさ、あの辺もその造成地の仲間に入れてほしいと思うんだけど

さ、どんなもんだい。 

○生活環境課長 今、この計画は、東山霊園の今の敷地内に増設しようというものですが、新しい市民霊園とい

うのも、これも考えていかなきゃいけないことで、総合計画の中では、その計画を最終年度あたりにということ

で位置づけさせていただいてございます。その中では場所とかですね、それは今のところまだ白紙の状態でござ

いますが、今の東山霊園と一体的に管理できる場所的な問題を一つ考えておりますし、また、ほかの整備も考え

ておりますので、今言われた内容の場所については、また検討をさせていただくというふうに考えます。 

○白木俊嗣委員 なぜ言うかと言うと、あそこ、霊園をつくる時にね、南側のいいところきり買収されちゃった

って言うだよね。裏側がそっくり残っちゃってさ、それで手つかずになってるわ。そうすると今度はその下の田

んぼがあるだでね。下の人たちからね、日陰になって困るって言って木を切ってくれって言われるらしいだよ。

それだもんでね、山の地主もね、ちょっと困っているところがあるだよ。できりゃね、今のことだもんで、えら

い高い金じゃないもんでさ、あれなら買収してね、霊園か何かに。あそこは正直言って霊園の続きだもんでね、

県のほうの許可だったってそんなに難しくないと思うだよ。ぜひ、その辺もちょっと頭に入れておいてもらって、

また検討してほしいと思う。お願いします。 

○古厩圭吾委員 今のことに関連するかと思いますけれど、霊園の地区っていうか地域で、それなりの昔からの

共同墓地みたいなものがある。それにかかわる対応については、現況どんな感じになってます。そういう部分の、
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それぞれの事情はそれなりにあるかとも思うだけどもせ。 

○生活環境課長 現況というのは、地域での管理している墓地の状況ということで。 

○古厩圭吾委員 そういうことにかかわる需要って言っていいのかどうかよくわからないけれども、例えば、そ

ういうのを拡張してよみたいな思いが、こちらへ出ています。 

○生活環境課長 今までの中では、地域の墓地については２カ所増設で許可させていただいてございます。これ

は堅石の墓地、それともう一つは太田区の墓地の横に増設を認めさせていただいてございます。これにつきまし

ては、その隣接について、その区で管理している墓地の需要等を見て、その規模にあわせて資金計画で私どもで

許可させていただいた。そのほかに聞いているのでは、北熊井とか、それから本山でそういう計画があるという

ことは、上がってるとは情報は得ておりますが、まだ進展ぐあいはないっていうことで聞いております。そうい

う需要上の地区の動きのものも踏まえて、この東山霊園の市の管理している霊園もその計画に、そちらのほうで

いけば、こちらのほうが減るというような形もあり得ますので、今回の計画の中では、霊園内でできる限り整備

をして、新路線のはそういうのを見ながら希望を聞いていきたいというふうな考え方でおります。 

○古厩圭吾委員 今の話が出たのは堅石でも対応したんだけれども、結果的に見ると帳じりを合わせるのにそれ

なりの苦労はあるだよね、実際には。ただし逆に言うと、需要があることも確かだよね。どのくらいがどうなの

かっていうような部分のバランス感覚の難しさは改めて感じるだけれども、こういうところにかかわる支援って

いうものはあり得るだ、その地域に関して。 

○委員長 ちょっと答えられるところだけにしてもらって。 

○生活環境課長 ある程度、今言いました各区のですね、需要っていうのを何で私ども必要かって言えば、需要

のをとっていただいて、その規模に合った区の内容で計画をしていただき、なるべく要は造成地のところが残っ

てしまわないように、の規模でやっていっていただきたいというのが、区のほうのでは、私どもの考え方でござ

います。というのは、市のがたくさん残ってしまいますと、財源、借金でやる場合が非常に多いですので、そこ

ら辺のを計画的にやるように私どもチェックしていることで進めさせていただいているのが実情です。 

○委員長 直接そう関係ないですから、できたらまた別の場面で。 

○古厩圭吾委員 直接ないっていうか、こういう市が直轄するのはできても、地域のことにかかわってね、こう

いう部分を考えがあるのかなってのは、それなりの実際にはかかわりはあると思うだけどせ。例えば、それをど

うしてくれということよりも、考え方として、どういう考え方でこういうことに臨んでいるかっていう部分だけ

聞かせておいてよ。 

○委員長 そうですね。どうですか。 

○生活環境課長 地域の考え方ですが、やはり東山霊園で返却等をお聞きしますと、地域のほうにあったので今

度返却したいっていうような意向も聞いておりますので、やはりその地域にほしいっていう方の需要っていうの

はあると思いますので、そういう地域の計画については、私どもの東山霊園の計画と整合を合わせながら進めて

いきたいというように考えております。 

○中野長勲委員 １５ページの斎場施設整備だけれど、今回、この１系列の整備をするんだけれど、大体耐用年

数とか、そういったものはどうなんです。 

○生活環境課長 公害防止施設の熱交換機とそれからバグフィルターの関係ですが、耐用年数は６年というよう
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に聞いております。ちょうど今回、ことしで６年が終了いたします。ほかの施設等も見ましても、やはりここの

熱交換機とバグフィルターについては、千曲市さんでちょうど去年かえておりますが、やはり６年の耐用年数で

す。これによるのはなぜかと言いますと、点検整備で指摘されているのもございますが、熱交換機は発注しまし

て３カ月かかります、ものが来るのに。ですから、急に壊れたとしますと、そのため３カ月、炉を運転すること

ができません。ですから、今、３炉ございますが、２系列で２炉を一番火葬している炉のほうのからかえていき

たいということで、来年、これは前倒しですので、その次には、もう１個のほうの熱交換機とバグフィルターを

かえたいという計画的でいくつもりでございますのでよろしくお願いします。 

○中野長勲委員 それで、多分ここも重油だと思うんだよね。それで、ことし社会福祉センターのあんなような

事故があるんだけれど、その辺のところの点検はどうです。 

○生活環境課長 斎場も地下タンクでございます。その関係では、量的なもののチェック及びそのタンクの点検

もさせていただいてございます。今、異常なしということになっておりますのでよろしくお願いします。 

○中野長勲委員 その重油を燃やす時のね、私は素人だけれど、重油を燃やすところのバーナーなり、予備タン

クなり、そこにポンプがあってメインタンクから引っ張っているのか、メインタンクの地下タンクのほうにポン

プがあって押し上げてくるのか、その辺のところはわかるかい。 

○生活環境課長 重油の関係は直接タンクのほうからバーナーに直に行っております。ですから、途中には大き

なタンク系ので中継的なタンクはございません。バーナーがそれぞれ再燃炉とそれから普通の火葬炉のほうと２

本ございますので、そこにコンピューターでもって、状態によって重油を送り込むという形になっております。 

○中野長勲委員 聞きたいのはね、要するに地下タンクのほうからポンプで押し上げてバーナーへ行く場合には、

途中に亀裂かなんかあればね、どんどん漏れちゃうわけだね。だから、それもバーナーのほうで地下タンクから

引っ張り上げるっていう形だったら、今回の油漏れなんていうことは起きないんだけれど、その辺のところはど

うだい。 

○生活環境課長 途中のタンクを持っておりません、小さいものしか持っておりませんので、今、重油の地下タ

ンクの量をチェックさせていただくようになっています。要は投入量と残りの分です。その内容でバーナーは全

部で６個ございますので、その内容で毎日点検、作業日誌をつけておりますので、その内容でもってチェックで

きますので、途中で例えば漏れがあって減ってきた、あるいは量がおかしいというのはそこで気がつくようにな

っております。 

○中野長勲委員 おれの言いたいのはね、燃えているバーナーのほうでね、バーナーのところで油を引っ張って

いれば、漏れるってことはないと思うけどね。だから地下タンクからポンプなり、地下タンクからおのずとポン

プで上げなけりゃいけないわけだね、バーナーに行くまでに。その辺のところが、バーナーで引っ張って燃やし

ているのか、地下タンクからポンプで上げてバーナーまで行っているのか。 

○生活環境課長 上げて行っておりますので、その間のチェックもさせている、点検の中には入っております。 

○中野長勲委員 地下タンクからポンプで押し上げるってことになるとね、途中で何か不測なり亀裂なりがあっ

た場合には、それは、今、点検すればわかるけれど、途中で地下タンクから押し上げてる場合には漏れちゃうわ

けだよね。だから、漏れてて点検するって言っているでいいけれど、それよりもバーナーのほうからポンプで地

下タンクから吸い上げてるってことになれば、これは漏れを点検するのに点検しやすいと思うんだけれど。それ
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は専門的なことだでまた考えておいてくれや。わかる、意味。 

○生活環境課長 わかります。 

○委員長 その点は、納得いくようにまた説明をしてください。 

○中野長勲委員 わかるって言うでいいわ。 

○小野光明委員 地域活性化交付金、いわゆるきめ細かな交付金の関係なんですけど、国の追加経済対策という

ことで、前にこの委員会でもらった資料をもとに伺いますけど、今回、地域の活性化ニーズに応じて、きめ細か

な事業ができるように支援を行うための交付金の創設ということなので、新しい概念だと思うんですけど、実際

はその種の実施計画の前倒しということで、その辺は理解するんですけども、新しい交付金ができた時にですね、

その理念との整合がずれるように思うんですけど、その辺はどうお考えなんでしょうか。 

○財政課長 理念っていうのは国の理念という考え方でよろしいんでしょうか。 

○小野光明委員 ええ。 

○財政課長 一応、追加経済対策という形でですね、きめ細かという部分では、昨年度に実施したきめ細かな臨

時交付金と内容的には変わっておりません。ですので、したがいまして、基本的に国の補助事業等で行う部分に

ついてはできないと。単独事業について行うということで、資料をお渡しした一番最初のきめ細かな交付金事業

については、すべて単独事業に充当してございます。経済対策と市の計画的事業の執行という部分をかみ合わせ

ますと、本来実施計画、あるいは予算計上で上がってくる事業について前倒しして実施するというのが、やはり

順当な形かと考えまして、このような事業を予算要求が出てきてるものからつまびき出しましてですね、そうい

ったものを全部集計する中で、ある程度の額に集計して出させていただいた。なおかつ、どちらかと言えば、新

年度の対応とつないでいくようにですね、緊急性のやはりあるもの、効果のあるものから優先的に拾い出してい

ただいたという経過でございますのでよろしくお願いします。 

○小野光明委員 その場合の優先順位なんですけど、その辺がいつもよくわからないんですけど、今回の場合は、

これが最優先だよっていうのは何かこう理由があるんですか。 

○財政課長 ごらんいただいたとおりでございまして、単独事業からですね、主なものを引っ張り出していった

中で、例えば、通常の営繕的なものも昨年は２億円先ございましたので、そういったものも上げさせていただき

ました。ただ通常の営繕部分は壊れてみなければわからない部分がございます。したがいまして、今回はならか

わ市場の修繕とかですね、確定しているものについて、やらなければいけないものについて上げさせていただい

てますので、そういった観点で上げさせていただいております。 

○小野光明委員 次のというか、光をそそぐ交付金の関係ですけど、知恵の交流基金に８００万円ですか、これ、

総額はどのくらいなるんですかね。 

○財政課長 今回８００万円積まさせていただいて１，１６１万１，０００円でございます。 

○小野光明委員 これまでのということだね、実績。これも、いわゆるこれまで光が十分に当てられてこなかっ

た分野に対応するということで、これに積み立てて今後考えるということなんでしょうけど、今回の代表質問、

一般質問であった自殺予防対策の関係ですが、ここでこう言ってはあれなんですけど、会期中に職員の方が1人

自殺されているということで、やはりこういった分野に、やはり、まず、ある程度の手当てをすべきじゃないか

と思うんですけど、どうなんですか。 
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○財政課長 住民生活に光をそそぐ交付金事業につきましては、今、御指摘のあった消費者行政、ＤＶ対策・自

殺予防等の弱者対策・自立支援、知の地域づくりに限定を一応されております、国のほうでですね。主にはソフ

ト事業という形でございます。その使い道についてはですね、例として挙がってきてる中では、かなり幅広いも

のが拾えるような形にはなっております。ただですね、最近の情報ですと、基金に積み立てた場合については、

そういった関連する分野で雇用が拡大するものでなければならないというような、どうも条件がついてきてるっ

ていうのが最近判明いたしましてですね、そういった形になりますと、やはりそういった人たちの、やはり、よ

って雇用が拡大するというような形のものをやっていかなければいけないということになると、やはり限定され

てくると。ただ、これについては追加、第一次分の配分という形になっておりますので、第二次がどのくらいの

額が来るかまだわかりませんが、国の情報では１，０００億円のうち今回５００億円を配分したということです

ので、単純にいけば倍という形ですが、ただ調整がきっとかかりますのでどの程度来るかはわかりませんが、そ

ういった中では今度は積立金ではなくてですね、そういったもので今度対応できるってことになれば、幅広いも

のに使っていくというような形になります。ただ自殺対策等の関連については、それぞれ原因がさまざまだと思

われますので、そういった関係の相談業務等については福祉関係、あるいは社会福祉協議会の関係でもって充実

はしていると思われます。また、消費者金融等の関係につきましては、それなりのまた相談室がございますので、

そういったもので対応している中で行っておりますので、これからですね、予算編成作業が始まりますので、ま

たそういった中でも検討する中で、適切な事業に充当させていただくという趣旨でございますのでよろしくお願

いします。 

○小野光明委員 自殺予防対策の関係で人事サイドはどんなふうに考えているんですかね。 

○人事課長 自殺予防の関係ですけれども、今年度ですね、７月から「こころと体の健康相談２４」という形で、

これは１９市の中では初めてという取り組みなんですけれども、２４時間ですね、電話なんですが、そういうい

ろいろ相談ができると。心の相談も当然できるんですが、そういうような取り組みは市として行っております。

今までもメンタル相談という形でですね、月１、２回という形で、これは直接面談という形で職員の相談は実施

してございます。以上でございます。 

○小野光明委員 あんまりこの辺であれなんですけど、一つには何て言うんですかね、課の中で上下関係がある

中で、こういった原因がわからないっていうことなんですけど、組織内でいろいろ相談するよりも、第三者に話

を聞いてもらうだけでも大分気持ちがすっきりするっていうことは、だれでもあることだと思うんですけれども、

そういった意味でいのちの電話がそれになるのかわかりませんが、そういったことに対していのちの電話のステ

ッカーをどこかに貼ってポスターで掲示するとか、いわゆる組織内で解決しようとするとかえって難しかったり

するようにも思うんですけど。そういった意味で、これはせっかくわざわざつくったことなのっていうことなん

ですけど。その辺はどうですか。 

○総務部長 今、人事課長が言ったようにね、２４時間の市役所の固有の番号があるんですよ。これを長野県下

では初めてだと思いますけれども、塩尻市がね。だから、そういうのを共済組合と一緒になってやり出したって

いうことです。だから、既にうちはやってますので、かける、かけないは個人の問題ですけれども、要は、個人

が特定できないような相談なんですよ、要はね。そういうことをやってますので、そういうことを念頭に置きな

がら職員の、今、委員が言われたように組織内じゃなくてね、そういうことを現にやってますんで、そういうこ
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とでお願いしたいと思います。 

○白木俊嗣委員 関連して、こうやって見てるとさ、住民生活に光をそそぐ交付金なんて言うけどさ、今言うと

おりメニューも決まってるような話だけどさ。だけどさ、小野委員の言うようなね、ことに使える部分っていう

なら理解できるけどさ、図書の購入みたいなものはさ、これは直接関係するわけ。 

○財政課長 国、県からのＱアンドＡで図書館の図書、学校の図書購入について充てられるということが、一番

当初の段階で示されたもんですから、ですので、予算要求を最初に上げる段階では、取りあえず半分は上げまし

ょうと。ただ、残りの半分はこれから考えましょうという形でさせていただいたもので、その後、またＱアンド

Ａが広がってきてるもんですから。そんな状況で、最初の段階では図書の購入は確実ということでございました

ので充てさせていただいたものでございます。 

○白木俊嗣委員 素人が考えるとね、図書の購入はさ、本当に光をそそぐ交付金なのかって疑問に思うだでね。

図書購入なんてのはさ、通常の予算の中でもってね、充実しようと思えばいっくらでも買えることなもんでさ、

それをこうやってこじつけするような交付金ね、皆さんに言ったったって始まらんけどさ。何でこの交付金を、

えらい理解できないと思うだよね。皆さんが、そうやって理解しているならそれ以上言うことはないと思うけど

さ。 

○財政課長 これも多分いろいろ国のほうの中で綱引きがあってですね、広く使えるような形になっていると思

います。図書については、最後の知の地域づくりというものが該当になりますので、その中で該当というもので

ございます。 

○小野光明委員 地方債補正の関係でよくわからないんで教えてほしいんですが。さっき説明があったかもしれ

ませんけど、社会資本整備総合交付金事業の関係の補正で言うと２，７３０万円ですか、そっちの歳入で見ると

２，９１０万円。その下の学校施設の関係は１億８，１４０万円で、補正のほうで見ると広丘小のほうは２，９

７０万円ですか、少しはふえてきてます。後のほうかな、こういう数値になるのは、どんな考えですか。 

○財政課長 ５ページと６ページで変更でございますので、補正後の額が、例えば社会資本整備ですと５，６４

０万円、補正前が２，７３０万円で差額が２，９１０万円でございます。そのような見方になりますので。 

○小野光明委員 つながってるんだね、横に。ページがあるもんで、これ。 

○委員長 いいですか。 

○小野光明委員 はい、済みませんでした。 

○委員長 ほかに。ないようですので、議案第２９号について、原案のとおり決することに御異議ございません

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議ないということで認めまして、平成２２年度塩尻市一般会計補正予算（第８号）については、原

案のとおり決することにいたしました。 

 以上で総務環境委員会の審査を終了させていただきます。大変御苦労さまでございました。 

午前１１時１０分 閉会 
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平成２２年１２月２２日（水） 

  委員会条例第２９条の規定に基づき、次のとおり署名する。 

 

総務環境委員会委員長   森川 雄三   印 


